
【特定施設入居者生活介護】

同一建物の階ごと、又は同一敷地の棟ごとに、一方39

を介護専用型特定施設、他方を介護専用型特定施設以

（ ） 。外の特定施設 混合型特定施設 とすることは可能か

（答）

特定施設入居者生活介護の指定は、特定施設毎に行

われるものであり、有料老人ホームであれば、別個の

有料老人ホームとして届出がなされているものについ

て、それぞれ別の特定施設としての指定を行うことに

なる。

ただし、有料老人ホームの入居契約において、要介

護状態になれば、別の階又は別の棟に転居することが

うたわれていたり、スタッフ等が客観的にみて明確に

区別することができないなど、一体的に運営されてい

ると解されるものは、老人福祉法の届出において同一

の有料老人ホームとして取り扱うことが適当である。

介護専用型特定施設であるかどうかの判断基準はど40

のようなものか。

（答）



介護専用型特定施設は、入居者が要介護者、その配

偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるものと

されている。

厚生労働省令においては、①要介護状態だった入居

者で施行日以降状態が改善した者、②入居者である要

介護者（①の者を含む）の３親等以内の親族、③特別

の事情により入居者である要介護者と同居させること

が必要であると都道府県知事等が認める者を定めてい

る。

既に特定施設入所者生活介護の指定を受けている事41

業者は、どのように介護専用型と介護専用型以外に分

けることになるのか。なお、その際に、再指定又は届

出は必要となるのか。

（答）

既存の指定特定施設については、現に入居者が介護

、 、専用型特定施設の入居者の要件を満たしており かつ

当該要件が、指定特定施設の入居要件となっているこ

とが明確にされているものを介護専用型特定施設とす

ることとなる。

介護専用型特定施設か介護専用型以外の特定施設か

の区分について、改めて指定を受けたり届け出たりす

る必要はない。



（参考）今回の三位一体改革に伴い、介護専用型特定施設

か介護専用型以外の特定施設（混合型特定施設）

かにかかわらず、住所地特例を適用することとし

ている。

介護専用型特定施設の入居者のうち、要介護者の配42

偶者等で要支援に該当する者は、当該特定施設から介

護サービスの提供を受けることができるのか。

（答）

介護専用型特定施設については、介護予防特定施設

入居者生活介護の指定対象ではないため、介護専用型

特定施設に入居する要支援者の介護保険サービス利用

については、一般の介護予防サービスを利用すること

になる。

外部サービス利用型特定施設において、利用者と受43

託居宅サービス事業者の契約関係はどのようになる

か。

（答）

外部サービス利用型特定施設の場合、利用者は外部

サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者と介護



サービスの提供に係る契約を締結することになり、利

用者と受託居宅サービス事業者との間に契約関係はな

い。

外部サービス利用型特定施設の事業者は、受託居宅

サービス事業者との間で文書に委託契約を締結するこ

ととし、特定施設サービスに基づき、受託居宅サービ

ス事業者のサービスを手配することとなるが、適切な

サービス提供の確保の観点から、業務に関して受託居

宅サービス事業者に必要な指揮命令をすることとして

いる。
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【福祉用具貸与】

44 福祉用具貸与費の算定については、認定調査の直近

の結果を用い、その要否を判断することとされている

が、認定調査結果にかかわらず、サービス担当者会議

、 （ ）等の結果を踏まえ ケアマネ 地域包括支援センター

及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは

可能か。

（答）

福祉用具貸与費の算定における状態像については、

介護給付費分科会において、要介護認定の認定調査に

おける基本調査の結果を活用して客観的に判定するこ

とが求められており、認められない。

なお、車いす、移動用リフトの一部（段差解消機）

では、該当する基本調査結果がないため、サービス担

当者会議等の結果で判断する場合がある。

利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態45

が悪化しているような場合には、ケアマネ（地域包括

支援センター）及び保険者が必要と認めた場合には、

支給することは可能か。



（答）

一般的には、直近の認定調査結果が実態と乖離して

いることはあり得ないが、仮に、直近の認定調査時点

から著しく状態が悪化しており、長期的に固定化する

ことが見込まれる場合は、要介護度自体にも影響があ

ることが想定されることから、要介護度の区分変更申

請が必要と思われる。

従来、福祉用具貸与事業の人員基準の福祉用具専門46

相談員として「ヘルパー２級課程以上の修了者」が認

められていたが、制度改正後も認められるのか。

また、福祉用具販売の福祉用具専門相談員としても

認められるのか。

（答）

従来と同様に認められ、福祉用具販売としても同様

である。

また、介護職員基礎研修課程を修了した者も同様の

である。



【福祉用具販売】

施行日以降、指定を受けていない事業者で利用者が47

特定福祉用具を購入した場合であっても、当分の間、

保険者の判断で福祉用具購入費を支給することは可能

か。

（答）

認められない。

特定福祉用具販売は、今回の制度改正により、福祉

用具専門相談員が関与する「サービス」として位置づ

けられたものであり、その「サービスの質」が担保さ

れない「購入」に対して福祉用具購入費を支給するこ

とは認められない。

居宅サービス計画が作成されていない場合、福祉用48

具専門相談員は「特定福祉用具販売の提供が必要な理

由等がわかる書類」を確認することとされているが、

これらの書類はどのようなものか。

（答）

「特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる

書類」とは、利用者が福祉用具購入費の申請の際に保



険者へ提出する必要な理由等を、福祉用具専門相談員

がそのサービス提供の必要性も含めて確認するための

書類であり、様式及び作成者は任意である。



【住宅改修】

事前申請制度が定着する当分の間、事前に申請がな49

かった住宅改修についても 「やむ得ない場合」とし、

て事後申請による住宅改修費の支給を認めても良い

か。

（答）

３月の課長会議資料Ｐ１７８のとおり 「やむを得、

ない事情がある場合」とは「入院又は入所者が退院又

は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅

改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おう

とするときに申請を行うことが制度上困難な場合」を

想定しているが、当分の間、経過的に保険者の判断で

運用することは差し支えない。

住宅改修が必要な理由書の様式が示されたが、市町50

村独自で様式を定めることは可能か。

（答）

３月の課長会議で示した様式は標準例としてお示し

たものであり、それに加えて市町村が独自に定めるこ

とは可能である。



介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護51

支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての

相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされ

ており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネ

ーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を

有する者とされていたが、地域包括支援センターの担

当職員が作成することは可能か。

（答）

可能である。



【その他】

、 、52 要介護・要支援認定の新規申請 区分変更申請など

認定申請後に要介護度（要支援度）が確定するまでの

間のいわゆる暫定ケアプランについては、どこが作成

し、また、その際には、介護給付と予防給付のどちら

を位置付ければよいのか。

（答）

いわゆる暫定ケアプランについては、基本的にはこ

れまでと同様とすることが考えられる。したがって、

要介護認定又は要支援認定を申請した認定前の被保険

者は、市町村に届出の上で、居宅介護支援事業者又は

介護予防支援事業者に暫定ケアプランを作成してもら

い、又は自ら作成し、当該暫定ケアプランに基づきサ

ービスを利用することが考えられる。

、 （ ）その際 居宅介護支援事業者 介護予防支援事業者

は、依頼のあった被保険者が明らかに要支援者（要介

護者）であると思われるときには、介護予防支援事業

者（居宅介護支援事業者）に作成を依頼するよう当該

被保険者に介護予防支援事業者を推薦することが考え

られる。また、仮に居宅介護支援事業者において暫定

ケアプランを作成した被保険者が、認定の結果、要支

援者となった場合については、当該事業者の作成した

暫定ケアプランについては、当該被保険者が自ら作成



したものとみなし、当該被保険者に対して給付がなさ

れないことがないようにすることが望ましい。

なお、いずれの暫定ケアプランにおいても、仮に認

定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされる

よう介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者

の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位

置付けることが考えられる。

実際の居住地が住所地から遠隔にある要支援者の介53
護予防支援は居住地と住所地のどちらの市町村の介護

予防支援事業者が行うのか。また、その場合の費用負

担はどのような取扱いとすればよいのか。

（答）

介護予防支援については、住所地の市町村において

指定された介護予防支援事業者において行うことが原

則となるが、御指摘のケースの場合のように、実際の

居住地が遠隔にある要支援者の介護予防支援について

は、

① 当該住所地の市町村が、当該居住地の市町村の

指定した介護予防支援事業者との契約により、当

該介護予防支援事業者において当該要支援者の介

護予防支援を行う方法

② 当該住所地の介護予防支援事業者が、居宅介護

支援事業所への委託を活用し、要支援者の居住地



の居宅介護支援事業所に介護予防支援業務を委託

する方法

などが考えられる。

なお、①の方法による場合の費用負担については、

両者の契約により行われるものであるが、住所地の市

町村により当該介護予防支援に要した費用を負担する

ことが考えられる。




